
月形町まちづくり推進会議 

令和元年度第２回月形町未来を考える委員会次第 

 

                  日 時 令和元年１２月１６日(月) 

                      午後５時００分 

                  場 所 月形町役場大会議室 

 

【委嘱状交付】 

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議  事 

（１）月形町第４次総合振興計画後期基本計画（案）について 

 

 

（２）その他 

 

 

４ 閉 会  
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○月形町まちづくり推進会議条例 

平成16年７月１日条例第11号 

月形町まちづくり推進会議条例 

（設置） 

第１条 地域づくりに関する課題を認識するとともに、地域づくりに対する町民と行政の協働作業

が重要である。このため、議論の場、合意形成の場として月形町まちづくり推進会議（以下「ま

ちづくり会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 まちづくり会議は町長の諮問に応じてまちづくりの推進に必要な事項を審議し、又は意見

を具申するものとする。 

(１) 合併協議に向けた町の基本方針と取り組みに関すること。 

(２) 行財政改革及びまちづくり推計に関すること。 

(３) その他まちづくりに関すること。 

（組織） 

第３条 まちづくり会議は、委員50人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 関係行政委員会の委員 

(２) 識見者 

(３) 一般公募による町民 

３ 委員の任期は２年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 まちづくり会議に会長及び副会長２名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、まちづくり会議を代表し総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 まちづくり会議の運営は、次のとおりとする。 

(１) 会議は、会長が必要に応じて招集する。 

(２) 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。 
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(３) 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求

めることができる。 

(４) 会長は会議の議長となる。 

（部会） 

第６条 まちづくり会議には、必要に応じ部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 まちづくり会議の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○月形町まちづくり推進会議条例施行規則 

平成16年７月１日規則第７号 

改正 

平成19年３月19日規則第１号 

平成22年９月10日規則第９号 

月形町まちづくり推進会議条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、月形町まちづくり推進会議条例（平成16年月形町条例第11号）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（委員の構成） 

第２条 条例第３条に定める委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 月形町農業委員会の委員 １名 

(２) 月形町教育委員会の委員 １名 

(３) 月形町社会教育委員 １名 

(４) 月形町行政改革推進委員会の委員 １名 

(５) 月形社会福祉調査員 １名 

(６) 月形町の区域内の公共的団体の構成員 16名以内 

(７) 月形町行政区の区長 ４名以内 

(８) 一般公募による町民 12名以内 

（部会） 

第３条 月形町まちづくり推進会議（以下「まちづくり会議」という。）に専門的事項を調査協議

させるため、次の部会を置くことができる。 

(１) 総務企画部会 

(２) 環境福祉部会 

(３) 産業建設部会 

(４) 教育部会 

２ 部会は、まちづくり会議において付託された事項について調査協議する。 

３ 部会に、委員の互選によって部会長及び副部会長を各１名置く。 

４ 各部会の所掌事項は、別表のとおりとする。 

（部会の会議） 
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第４条 部会の会議の運営は、次のとおりとする。 

(１) 会議は、部会長が必要に応じて随時開催する。 

(２) 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

(３) 部会長は、必要に応じて関係する他の部会と合同の会議を開催することができる。 

(４) 部会長は、会議の議長となる。 

（会議の公開） 

第５条 まちづくり会議の会議及び部会の会議は公開とする。ただし、会長及び部会長が必要と認

めるときは非公開とすることができる。 

２ 会長及び部会長は、会議の傍聴者に必要に応じて意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第６条 まちづくり会議に事務局を置く。 

２ 事務局長は副町長、事務局長代理は教育長をもって充てる。 

３ 事務局員は担当課の職員をもって充てる。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、会長がまちづくり会

議に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月19日規則第１号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年９月10日規則第９号） 

この規則は、平成22年９月15日から施行する。 

別表（第４条関係） 

  

名称 所掌事項 

総務企画部会 

○ 議会及び監査に関する事項 

○ 総務、職員、情報管理、防災、消防及び選挙管理委員会に関する事項 

○ 財政、会計、財産の管理、税、使用料及び合併市町村の財政計画に関す

る事項 
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○ 都市計画、企画調整、広報広聴、コミュニティ及び新町建設計画に関す

る事項 

○ 他の部会に属さない事項 

環境福祉部会 
○ 環境衛生、廃棄物処理、公害対策及び交通安全に関する事項 

○ 保健、医療、福祉、戸籍及び住民基本台帳に関する事項 

産業建設部会 
○ 農林水産、商工観光及び農業委員会に関する事項 

○ 住宅、公園・緑地、上水道及び下水道に関する事項 

教育部会 ○ 学校教育、生涯学習、社会教育、社会体育及び教育委員会に関する事項

 

5



6



1
第１号
（施行規則第２条第１号）

月形町農業委員会 会長 渡辺　祥紀

2
第２号
（施行規則第２条第２号）

月形町教育委員会 委員 岸上　希央

3
第３号
（施行規則第２条第３号）

月形町社会教育委員
社会教育
委員長

伊藤　　格

4
第４号
（施行規則第２条第４号）

月形町行政改革推進委員会 委員長 森脇　　宏

5
第５号
（施行規則第２条第５号）

月形町民生委員・児童委員協
議会

会長 会長 山田　啓一

6
第６号
（施行規則第２条第６号）

月形町更生保護女性会 副会長 西野　智佳子

7 月形町赤十字奉仕団 委員長 松山　俊子

8 月形町社会福祉協議会 事務局長 尾崎　美世子

9 月形町農業協同組合
代表理事
組合長

阿部　憲二

10 月形町農業協同組合青年部 副部長 山田　直樹

11 月形町農業協同組合女性部 監事 中村　三賀子

12 月形商工会 監事 副会長 岡　　浩之

13 月形商工会青年部 部長 福村　卓也

14 月形商工会女性部 副部長 鳥潟　さつき

15 月形町環境保全推進協議会 理事 山際　榮二

16
第７号
（施行規則第２条第７号）

月形町行政区連絡会議 行政区長 開藤　悦夫

17 月形町行政区連絡会議 行政区長 對馬　照巳

18 月形町行政区連絡会議 行政区長 北地　敏幸

　　　　　　　　　　　　敬称略

月形町まちづくり推進会議

推薦団体

(任期：平成２９年１２月２７日～令和元年１２月２６日)

氏　　　名 備考選任区分 役職No

「月形町未来を考える委員会」委員名簿
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